
川崎市青少年指導員連絡協議会補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、川崎市青少年指導員連絡協議会（以下「協議会」とい

う。）に対して、予算の範囲内で川崎市青少年指導員連絡協議会補助金（以

下「補助金」という。）を交付し、地域における青少年の健全育成活動の充

実を図ることを目的とする。 

２ 補助金の交付については、川崎市補助金等の交付に関する規則（平成１３

年川崎市規則第７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱に定めるところによる。 

（補助事業等） 

第２条 補助金の対象となる事業（以下「補助事業等」という。）は、協議会

が実施する次の事業とし、補助事業等の実施に係る経費を補助するものとす

る。 

(１) 協議会の運営及び活動に関する事業 

(２) 区・地区協議会の運営及び活動に関する事業 

(３) 青少年指導員の研修活動に関する事業 

(４) その他第１条第１項の目的達成のために必要な事業 

（交付の申請） 

第３条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を

記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

 (１) 名称、住所及び代表者の氏名 

 (２) 補助事業等の目的及び内容 

(３) 補助事業等の経費の配分及び使用方法、補助事業等の完了の予定日そ

の他補助事業等の遂行に関する計画 



 (４) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出基礎 

 (５) その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 

 (１) 事業計画書 

 (２) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類 

 (３) その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第４条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請の書類の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金を交付す

べきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その内容を協議

会に通知するものとする。 

２ 市長は、申請書の補助申請金額と交付する補助金の額が異なる場合は、交

付決定の通知書にその理由を付して協議会に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の目的達成及び

適正な執行に必要と認める条件を付すことができる。 

４ 市長は、第１項の規定により補助金の交付を行わないことと決定をしたと

きは、その理由を付して協議会に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第５条 協議会は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に

係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき

は、補助金の交付の決定があったことを知った日から起算して１４日以内

に、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の

交付の決定はなかったものとみなす。 

（事情変更による決定の取消し等） 



第６条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の

変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しく

は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更

することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部

分については、この限りでない。 

（補助事業等の変更等） 

第７条 協議会は、補助事業等の内容又は経費の配分を変更しようとすると

きは、あらかじめその内容及び理由を記載した申請書を市長に提出し、そ

の承認を得なければならない。ただし、市長がその変更が軽微なものと認

めた場合は、この限りではない。 

２ 協議会は、補助事業等を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ

その内容及び理由を記載した申請書を市長に提出し、その承認を得なけれ

ばならない。 

３ 市長は、前２項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内

容を変更し、又は条件を付することができる。 

４ 第４条の規定は、前項の場合について準用する。 

（補助事業等の遂行） 

第８条 協議会は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、

善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。 

（補助事業等の遂行の指示） 

第９条 市長は、補助事業等が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条 

件に従って遂行されていないと認めるときは、協議会に対し、これらに従っ 

て補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。 

（補助金の交付） 

第 10 条 補助金は、第４条第１項による交付決定後、協議会からの適法な請



求に基づき、概算払いにより交付するものとする。 

（実績報告） 

第 11 条 協議会は、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認を

受けたときを含む。）は、その日から３０日を経過する日又は補助金の交付

の決定があった会計年度の３月末日から３０日を経過する日のいずれか早い

日までに、補助事業等の成果及び補助金に係る収支計算に関する事項を記載

した実績報告書に市長が必要と認める書類を添付して市長に報告しなければ

ならない。 

（補助金の額の確定等） 

第 12 条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告

を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の

決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補

助金の額を確定し、協議会に通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第 13 条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (３) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき

市長が行った指示又は命令に違反したとき。 

 (４) 補助金の対象となる事業を中止又は廃止したとき。 

  （補助金の返還） 

第 14 条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業等

の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限

を定めて、その返還を命ずるものとする。 



２ 市長は、第 12 条の規定により、補助金の額を確定した場合において、既

にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を

超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 15 条 協議会は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により、速やかに市長に報告しな

ければならない。 

２ 前項の報告があった場合には、協議会は、前項の仕入控除税額から補助金

の額の確定時に減額した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を控除し

た額を返還するものとする。 

（書類等の整備） 

第 16 条 協議会は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにし、当該収入

及び支出についての証拠書類を整備しておかなければならない。 

２ 前項に規定する証拠書類は、当該補助事業等の完了した日の属する市の会

計年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

（報告等） 

第 17 条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要がある

ときは、協議会に対し、補助事業等に関する報告を求めることができる。 

(委任) 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども未来局長が定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 


